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第１章 公共施設等総合管理計画の概要 

第１節 背景・目的 

日本は高度経済成長期に急激な人口増加と社会変化を受け、公共施設の整備が進められ

てきましたが、その当時から建設された公共施設の建築年数は、現在 30年以上を経過し、

老朽化による建て替えや改修が急務となっています。加えて近年、トンネルの天井板崩落

事故をはじめとする老朽化による事故が各地で報告されており、老朽化対策が大きな社会

問題になっています。その一方 1990年以降、日本経済は低迷し、自治体の財政も危機的

な状況が続いています。更に、高齢化社会に伴う社会保障費の増加や生産年齢人口の減少

に伴う税収の減少等が推測され、依然厳しい財政状況が続くと懸念されます。 

 

本市においても例外ではなく、老朽化した公共施設が数多く存在しており、これらを維

持管理していくためにかかる毎年の経費や、老朽化に伴い必要となる建て替えや改修の経

費は、市の財政にとって大きな負担となることが予想されます。そのため、少子高齢化の

進行といった社会環境の変化も視野に入れつつ、公共施設の統廃合や機能転換等も含め、

本市の公共施設の今後のあり方について早急に検討することが求められています。 

 

そこで本計画の策定により、上記の問題を行政・市民が把握、共有し、既に整備をして

きた資産を基に、今後、財政的な負担となる更新費用額を推計し、次世代に大きな負担を

残さない安心・安全な公共施設の管理運営につながるようにしていきたいと考えます。 
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第２節 位置づけ 

本計画は、本市の最上位計画である「第二次由布市総合計画」に基づき、公共施設の適

切な管理運営に関して横断的な指針を提示するための計画です。 

 

第 3節 計画実施期間 

本計画の実施期間は、平成 29 年度から平成 68 年度までの 40 年間とし、計画内容は

社会情勢の変化や事業の進捗状況等に応じて必要があれば、計画実施期間中においても見

直しを行うものとします。 

  

第二次 

由布市総合計画 

由布市 

公共施設等総合管理計画 
 

点検・診断 維持管理・修繕・更新 安全確保 耐震化 

長寿命化 

統合・廃止 

総合的かつ計画的な管理を実現するための体制構築 PPP/PFI活用 
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第４節 対象公共施設 

本市の所有する公共施設を、下記の条件で抽出し、①公共建築物②インフラ系の２つに

分類します。また、①公共建築物はさらに用途別に「市民文化系施設、社会教育系施設、

スポーツ・レクリエーション系施設、産業系施設、学校教育系施設、子育て支援施設、保

健・福祉施設、行政系施設、公営住宅、公園、供給処理施設、その他」の 12種類に分類

し、②インフラ系は「道路、橋りょう、上水道、簡易水道、農業集落排水」に分類し整理

します。 

 

公共施設の抽出条件 

・平成 27年度決算における固定資産台帳※1を基準とする。 

・原則、全公共施設を対象とする。 

・ただし、平成 28年度までに廃止が決定している公共施設については除外する。 

 

※1)固定資産台帳 

 本市が所有するすべての固定資産を取得から除売却処分に至るまで、その経緯を個々の資産ごとに管理するための

帳簿のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

  

公

共

施

設 

①公共建築物 

②インフラ系 

公共施設等総合管理計画の対象 

 

庁舎・学校・体育館・公営住宅等 

道路・上水道・農業集落排水等 
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図表 1-1:対象とする公共施設 用途分類 

区分 大分類 中分類 

①

公

共

建

築

物 

市民文化系施設 集会施設 

社会教育系施設 
展示施設 

研修施設 

スポーツ・ 

レクリエーション系施設 

体育館・スポーツセンター・武道場等 

運動公園 

産業系施設 
産業振興施設 

研修施設 

学校教育系施設 
小中学校・幼稚園 

給食センター・給食室 

子育て支援施設 放課後児童施設 

保健・福祉施設 保健福祉施設 

行政系施設 
庁舎等施設 

消防庁舎 

公営住宅 公営住宅等施設 

公園 公園 

供給処理施設 ゴミ処理施設・廃棄物保管所 

その他 

観光施設 

駅舎・トイレ 

用途なし施設 

②

イ

ン

フ

ラ

系 
道路 市道・農道・林道 

橋りょう PC橋・RC橋・石橋・木橋・鋼橋・その他 

上水道 上水道管 

簡易水道 簡易水道管 

農業集落排水 農業集落排水管 

  



 

06 

 



 

07 

 

第2 章 
 

由布市の概要 

第１節 位置・地勢 

第２節 沿革 

第３節 人口動向 

第４節 財政状況 

 

 

 

 



第２章 由布市の概要 

08 

第２章 由布市の概要 

第１節 位置・地勢 

 位置 

○面積：319.32km² 

○位置：北緯 33度 10分 48.3秒 

      東経 131度 25分 36.4秒 

 地勢 

本市は、大分県のほぼ中央に位置し、 

北は宇佐市と別府市、南は竹田市、東 

は大分市、西は玖珠郡（玖珠町と九重 

町）に接しています。東西 24.7km、 

南北 23.4kmにわたり、面積は 

319.32km²です。北部から南西部に 

かけては由布岳や黒岳等 1,000m 級の

山々が連なり、由布岳の麓には標高約 450mの由布院盆地が形成されています。これら

の山々を源とする河川が大分川を形成し東西に流れています。中央部から東部にかけて

は、山麓地帯と大分川からの河岸段丘が広がっています。由布市の気候は、標高の高い

由布院盆地に代表される西部や北部では気温の日較差が大きく、冬には最低気温が氷点

下になることも多く、積雪に見舞われる内陸性気候と、中央部から東部にかけての標高

の低い地域の、雨が少なく温暖な瀬戸内気候とに二分されます。農林業は、米を中心に

野菜、花き、果実の栽培や畜産が盛んですが、農家数・農家人口とも減少しています。

工業については、企業誘致の効果もあり、製造品出荷額は増加傾向にあります。商業に

ついては、社会環境の変化や大規模店の進出等により商店数は減少傾向にありますが、

新規店舗の創業や進出はめざましく、新たな商業拠点地域が形成されています。観光業

については、温泉や豊かな自然等に恵まれており、特に湯布院地域は保養温泉地として

多くの観光客が訪れています。 
 

由布市役所ホームページ「由布市の紹介」 

http://www.city.yufu.oita.jp/yufusisyoukai/ 

 

 

 

 

 

 

由布市 

湯布院 庄内 挾間 

http://www.city.yufu.oita.jp/yufusisyoukai/
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第２節 沿革 

本市は大分郡挾間町・庄内町・湯布院町の3町が新設合併をして11年を経過しました。 

1889年 

4月～ 

1936年 

4月 1日 

1948年 

1月1日 

1954年 

10月 1日 

1954年 

11月1日 

1955年 

2月1日 

1955年 

4月 1日 

2005年 

10月 1日 

挾間村 

  

  

挾間村 挾間町 

由 

布 

市 

谷村 

  

  

由布川村 

  

  

石城川村 

  

  

阿南村 

  

  

  

庄内村 庄内町 

東庄内村 

  

  

西庄内村 

  

  

南庄内村 

  

  

阿蘇野村 

  

  

  

湯平村 

  

  

  

湯布院町 北由布村 
由布院村 由布院町 

南由布村 

 

 

 

 

 

 

 

  

本庁舎 
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第３節 人口動向 

 

 
本市の人口は、1985（昭和 60）年の国勢調査人口 35,945 人をピークに減少傾向で

あり、2015（平成 27）年の国勢調査人口は、34,262人まで減少しています。年齢３区

分別の人口構成をみると、年少人口の構成比は 1980（昭和 55）年は 21.0％でしたが、

2015（平成 27）年には 12.5％まで減少しています。同様に、生産年齢の人口構成比も

66.3％から 54.9％まで減少しています。その反面、老年人口の構成比は、12.7％から

32.6％まで増加しており、少子高齢化が進んでいることがわかります。 

 

図表 2-1:人口推移 

 
国勢調査の数値を使用 

  

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

老年人口（65歳以上） 4,407 5,114 6,059 7,397 8,556 9,432 10,066 11,153

生産年齢人口（15～64歳） 22,996 23,693 22,841 22,225 21,889 21,284 20,132 18,821

年少人口（15歳未満） 7,305 7,138 6,213 5,151 4,802 4,667 4,504 4,288

総人口 34,708 35,945 35,119 34,773 35,248 35,386 34,702 34,262

21.0% 19.9% 17.7% 14.8% 13.6% 13.2% 13.0% 12.5%

66.3% 65.9%
65.0%

63.9% 62.1% 60.1% 58.0%
54.9%

12.7%
14.2%

17.3%
21.3% 24.3% 26.7%

29.0%
32.6%

34,708
35,945 35,119 34,773 35,248 35,386 34,702 34,262

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

人口ピーク時

[人]

[人]

[人]

[人]

[人]

○1985（昭和 60）年より人口減少傾向 

○少子高齢化の進行 
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国立社会保障･人口問題研究所の推計によれば、本市の人口は、2060（平成 72）年に

は、21,475 人まで減少することが推測されています。そこで 2015（平成 27）年に策

定した由布市総合戦略により、人口減少の抑制に向けた活動を行うことで、28,000人の

人口を目指しています。 

図表 2-2:人口将来推計 

 

パターン１は国立社会保障･人口問題研究所の数値を使用 

パターン２は由布市 まち・ひと・しごと創生 由布市人口ビジョン、由布市総合戦略の数値を使用 

2010(平成 22)年を基準に算出した推計のため、2015(平成 27)年人口は P.10とは異なります 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

パターン1 34,702 33,660 32,414 31,068 29,701 28,326 26,897 25,444 24,063 22,748 21,475

パターン2 34,702 34,619 33,630 32,651 31,751 30,944 30,175 29,447 28,849 28,374 28,000

34,702
33,660

32,414
31,068

29,701
28,326

26,897
25,444

24,063
22,748

21,475

34,702 34,619
33,630

32,651 31,751 30,944
30,175

29,447 28,849 28,374 28,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000[人]

[人]

[人]

○2060（平成 72）年において、推計では人口 21,475 人まで減少 

○人口減少の抑制に向けた活動を行うことで、2060（平成 72）年において 

人口 28,000 人を目指す 

由布市が目指す将来総人口 
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第４節 財政状況 

 

 

 
 

本市は、少子高齢化とともに人口減少社会に突入することが図表 2-2からわかります。

そのため市税の増額は望めず、さらに図表 2-3からわかるように平成 28年度からは、普

通交付税の段階的縮減が始まり、安定的な財源確保が非常に難しい状況です。歳入の増

額が望めない以上、現在の市民サービスを維持するためには、一般財源ベースで歳出を

縮減しなければなりません。 

図表 2-3:普通交付税加算額 将来推移 

 

図表 2-4:平成 27年度 歳入決算 内訳 

 

平成 27 年度歳入決算の数値を使用 

 

 

図表 2-4をみると、自主財源※2

が全体の 26.9％、依存財源※3 が

全体の 73.1%を占めています。 

 

※2)自主財源 

市が主体的に収入を得ることができる財

源です。（市税や分担金及び負担金、使用料

等） 

※3)依存財源 

国や県から交付される財源のことです。

（国県支出金、市債等） 

自主財源が多いほど、行政活動の自主性

と安定性を確保できるとされています。 

市税

19.7%

その他

自主財源 7.2%

地方交付税

29.0%

国県支出金

12.6%

市債

18.9%

その他

依存財源

12.6%

依存財源

73.1%
自主財源

26.9%

歳入総額

199億円

○普通交付税が今後 5 年間で 6 億円減少 

○歳入の依存財源割合は約 7 割 

[年度] 



第２章 由布市の概要 

13 

 

 

 

 

本市の形式収支（歳入－歳出）は、平成 28年度からマイナスとなる推計であり、財政

調整基金残高も減少していきます。今後発生する、公共施設の大規模改修や建て替えに

より、さらに財源不足が見込まれます。 

図表 2-5:形式収支及び財政調整基金残高 推計 

 
H28由布市中長期財政計画の数値を使用 

図表 2-6: 平成 27年度 歳出決算 内訳 

 
平成 27 年度歳出決算の数値を使用 

 

 

図表 2-6 をみると、公共施設の建

設や用地取得にかかる「普通建設事

業費」が全体の 24.1％を占めていま

す。次いで、児童、高齢者、障がい

者等に対する支援・施設の管理運営

費にかかる「扶助費」が全体の 19.0％

を占めています。 

 

3,744,351 3,750,577 
3,428,815 

2,770,198 
2,525,437 

2,038,765 

1,207,227 

▲ 2,000,000 

▲ 1,000,000 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

財政調整基金 形式収支

[千円]

[年度]

人件費

15.6%

物件費

10.3%

維持補修費

0.3%

扶助費

19.0%

補助費等

8.6%

普通建設

事業費

24.1%

災害復旧

事業費

0.2%

公債費

10.3%

積立金

0.4%

投資及び

出資金

1.1%

繰出金

10.1%

歳出総額

190億円

○平成 28 年度から形式収支はマイナスになる推計 

○平成 27 年度歳出決算では、普通建設事業費、扶助費が多くを占める 
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第３章 公共施設の現状と将来見通し 

第１節 公共施設の現状 

 
 

 

公共建築物 

用途別に公共建築物の延床面積をみると、主な内訳は学校教育系施設が全体の 35.4％、

公営住宅が 18.6％、市民文化系施設が 10.5%となっています。 

図表 3-1:用途別の延床面積割合 

 

図表 3-2:用途別の数量 

施設用途大分類 
延床面積 

（㎡） 

割合 

（%） 

市民文化系施設 18,953 10.5 

社会教育系施設 7,927 4.4 

スポーツ･ 

レクリエーション系施設 
12,406 6.8 

産業系施設 4,955 2.7 

学校教育系施設 64,129 35.4 

子育て支援施設 235 0.1 

保健・福祉施設 9,349 5.2 

行政系施設 16,316 9.0 

公営住宅 33,723 18.6 

公園 576 0.3 

供給処理施設 2,752 1.5 

その他 10,007 5.5 

合計 181,328 100.0 
 

インフラ系 

図表 3-3:用途別の数量 

大分類 総面積（㎡） 

道路 3,455,904 

橋りょう 30,706 

合計 3,486,610 

大分類 管延長（m） 

上水道 203,498 

簡易水道 196,975 

農業集落排水 23,484 

合計 423,957 
 

 

市民文化系施設

10.5%
社会教育系施設

4.4%

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰ

ｼｮﾝ系施設

6.8%

産業系施設

2.7%

学校教育系施設

35.4%

子育て支援施設

0.1%

保健・福祉施設

5.2%

行政系施設

9.0%

公営住宅

18.6%

公園

0.3%

供給処理施設

1.5%

その他

5.5%

総延床面積

181,327㎡

○公共建築物の総延床面積 181,328 ㎡ 

○道路・橋りょうの総面積 3,486,610 ㎡ 
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第２節 公共建築物建設の推移 

 

 

 

図表 3-4をみると、本市においては、1950年代中頃から継続的に公共建築物を整備し

てきたことがわかります。1990（平成２）年の庄内庁舎や湯布院健康温泉館の建設、1997

（平成 9）年の挾間健康文化センター「はさま未来館」の建設時に延床面積が増加してい

ることがわかります。今後、これらの公共建築物を建て替え・改修する際に膨大な費用

がかかることが予想されます。 

図表 3-4:築年別公共建築物整備状況 

 

図表 3-5:建築経過年数割合 

 
平成 28年度末時点から算出 

 

 

建築年数が 31年以上の公共建築物は

全体の 51.5％を占め、築 21～30 年は

23.0％、築 20 年以下は 25.5％を占め

ています。 

なお、建築後 30年を超える建物は、

一般的に大規模改修が必要と言われて

います。 

  

築31年以上

51.5%

築21年～30年

23.0%

築20年以下

25.5%

○1950 年代中頃から公共建築物の整備が進む 

○今後、公共建築物の建て替え・改修に膨大な費用がかかる見込み 

  旧耐震基準(1981 年以前）：65,386 ㎡ 36.1％ 新耐震基準(1982 年以降）：114,456 ㎡ 63.1％ 

 
建築年度不明:1,486 ㎡ 0.8％ 

[年度] 
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図表 3-6 をみると、2015（平成 27）年の市民 1 人あたりの延床面積は、5.3 ㎡とな

っており類似団体に比べると大きい数値となっています。現状の延床面積を維持すると

2055（平成 67）年には市民１人あたりの延床面積は 8.0 ㎡と推計されます。また、図

表 3-7 をみると、現状の延床面積を 2055(平成 67)年まで維持すると、今後の人口減少

により、1人あたりの延床面積は 2.7㎡増加し、総延床面積に相当すると 61,000㎡とな

ります。 

図表 3-6:市民 1人あたりの延床面積(㎡) 

 

 
 

※類似団体 

「公共施設及びインフラ資産の将

来の更新費用の比較分析に関する調

査結果（総務省）」より、人口 3万人

～5万人の地方公共団体の平均値を

使用 

※由布市人口 

2015（平成 27）年は国勢調査数

値、2055(平成 67)年は国立社会保

障･人口問題研究所の数値を使用 

※算定式 

由布市総延床面積(㎡)÷由布市人

口(人)=㎡/人 

図表 3-7:由布市人口と延床面積の推移 

 

2015(平成 27)年までは国勢調査数値、それ以降は国立社会保障･人口問題研究所数値を使用 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1人あたりの

延床面積5.3㎡

[人] [㎡]

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

延床実面積由布市人口

5.3㎡/人を維持した場合の延床面積現状を維持した場合の延床面積

1人あたりの

延床面積8.0㎡

61,000㎡

○類似団体より、１人あたりの延床面積が大きい 

○2055(平成 67)年には 61,000 ㎡の差が生じる 
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第３節 将来の更新費用試算 

公共施設の更新費用推計は、公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10（総務省）を用

いて算定を行いました。更新費用推計の条件及び、更新単価は以下の通りです。 
 

公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10（総務省）の更新費用シミュレーション条件 

●計算方法 

耐用年数経過後に現在と同じ延床面積で更新すると仮定して計算します。 

延床面積(㎡)×更新単価(万円) 

●更新単価 

すでに更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価を基に用途別に設

定された単価を使用します。建て替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むもの

として想定しています。 

●耐用年数 

標準的な耐用年数とされる 60年を採用します。 

(日本建築学会「建物の耐久計画に関する考え方」より) 

●大規模改修 

建設後 30年で行うものとします。 

●大規模改修単価 

建て替えの６割と想定し、単価を設定します。 

●経過年数が 31年以上 50年までのもの 

今後 10年間で均等に大規模改修を行うものとして計算します。 

●経過年数が 51年以上のもの 

建て替え時期が近いので、大規模改修は行わずに 60年を経た年度に建て替えるものとして計算

します。 

●耐用年数が超過しているもの 

今後 10年間で均等に更新するものとして計算します。 

●建て替え期間 

設計、施工と複数年度にわたり費用がかかることを考慮し、建て替え期間を 3 年間として計算

します。 

●修繕期間 

設計、施工と複数年度にわたり費用がかかることを考慮し、修繕期間を 2 年間として計算しま

す。 

●地域格差 

地域格差は考慮しないものとします。 

  

http://management.furusato-ppp.jp/?article=%e5%85%ac%e5%85%b1%e6%96%bd%e8%a8%ad%e6%9b%b4%e6%96%b0%e8%b2%bb%e7%94%a8%e8%a9%a6%e7%ae%97%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%a7%98%e6%9b%b8&dest=info&menuname=%E8%A9%A6%E7%AE%97%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88&catname=%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%96%BD%E8%A8%AD%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%B2%BB%E7%94%A8%E8%A9%A6%E7%AE%97%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88
http://management.furusato-ppp.jp/?article=%e5%85%ac%e5%85%b1%e6%96%bd%e8%a8%ad%e6%9b%b4%e6%96%b0%e8%b2%bb%e7%94%a8%e8%a9%a6%e7%ae%97%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%a7%98%e6%9b%b8&dest=info&menuname=%E8%A9%A6%E7%AE%97%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88&catname=%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%96%BD%E8%A8%AD%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%B2%BB%E7%94%A8%E8%A9%A6%E7%AE%97%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88
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図表 3-8:公共建築物用途大分類ごとの更新単価 

施設用途大分類 大規模改修単価 建て替え単価 

市民文化系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡ 

社会教育系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系施設 20万円/㎡ 36万円/㎡ 

産業系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡ 

学校教育系施設 17万円/㎡ 33万円/㎡ 

子育て支援施設 17万円/㎡ 33万円/㎡ 

保健・福祉施設 20万円/㎡ 36万円/㎡ 

行政系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡ 

公営住宅 17万円/㎡ 28万円/㎡ 

公園 17万円/㎡ 33万円/㎡ 

供給処理施設 20万円/㎡ 36万円/㎡ 

その他 20万円/㎡ 36万円/㎡ 
 

図表 3-9:インフラ系用途大分類ごとの更新単価 

大分類 更新単価 

道路 4,700円/㎡ 

橋りょう 44.8万円/㎡ 

上水道 9.7～11.4万円/m 

簡易水道 9.7～10万円/m 

農業集落排水 12.4万円/m 
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公共建築物の更新費用推計 

 

本市が所有する施設について、現状規模のまま建て替えを行った場合、2056(平成 68)

年度までに約 758億 4千万円の更新費用を要し、年平均にすると、毎年約 19億円かか

る試算となりました。過去 10年間における投資的経費は、年平均約 18億 5千万円であ

るため、ほぼ同程度かかる見込みとなります。 

第 2 章第３節で述べたように、人口減少に伴い地方税収入の減額が見込まれることを

考慮すれば、現状のままの施設規模を維持することは、困難であると考えられます。そ

のため、既存施設への機能の集約化、利用者ニーズの変化に対応した公共施設の在り方

についての検討が必要となります。 
図表 3-10:更新費用推計グラフ 

 

公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10（総務省）のシミュレーション条件を使用 

  

○今後 40 年間で更新費用が 758 億 4 千万円かかる見込み 

○毎年更新費用が 19億円かかる見込み 

 

今後 40年間整備額 

758.4億円 

1年あたり整備額 

19.0億円 

[年度] 

http://management.furusato-ppp.jp/?article=%e5%85%ac%e5%85%b1%e6%96%bd%e8%a8%ad%e6%9b%b4%e6%96%b0%e8%b2%bb%e7%94%a8%e8%a9%a6%e7%ae%97%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%a7%98%e6%9b%b8&dest=info&menuname=%E8%A9%A6%E7%AE%97%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88&catname=%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%96%BD%E8%A8%AD%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%B2%BB%E7%94%A8%E8%A9%A6%E7%AE%97%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88


第３章 公共施設の現状と将来見通し 

22 

一般会計(公共建築物+道路･橋りょう)の更新費用推計 

 

 

本市の更新費用を一般会計(公共建築物+道路･橋りょう)ベースでみると、2056(平成

68)年度までに約 1,283 億 3 千万円の更新費用を要し、年平均では、毎年約 32 億 1 千

万円かかる試算となりました。過去 10年間における投資的経費は、年平均約 29億 2千

万円であるため、2億 9千万円の差が生じます。 

図表 3-11:更新費用推計グラフ 

 

公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10（総務省）のシミュレーション条件を使用 

 
  

○今後 40 年間で更新費用が 1,283 億 3 千万円かかる見込み 

○毎年更新費用が 32億 1 千万円かかる見込み 

 

公共建築物 

道路･橋りょう 

今後 40年間整備額 

1,283.3億円 

1年あたり整備額 

32.1億円 

[年度] 

http://management.furusato-ppp.jp/?article=%e5%85%ac%e5%85%b1%e6%96%bd%e8%a8%ad%e6%9b%b4%e6%96%b0%e8%b2%bb%e7%94%a8%e8%a9%a6%e7%ae%97%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%a7%98%e6%9b%b8&dest=info&menuname=%E8%A9%A6%E7%AE%97%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88&catname=%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%96%BD%E8%A8%AD%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%B2%BB%E7%94%A8%E8%A9%A6%E7%AE%97%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88
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一般会計＋特別会計の更新費用推計 

 

第１章第４節で記載した本市が所有する当該公共施設について、大規模改修を実施し、

現状規模のまま更新を行ったとして更新費用を推計した場合、2056(平成 68)年度までに

約 1,704億 1千万円の更新費用を要し、年平均では、毎年約 42億 6千万円かかる試算

となりました。過去 10年間における投資的経費は、年平均約 32億 3千万円であるため、

10億 3千万円の差が生じます。 

図表 3-12:更新費用推計グラフ 

 

公共施設等更新費用試算ソフト Ver.2.10（総務省）のシミュレーション条件を使用 

 
  

○今後 40 年間で更新費用が 1,704 億 1 千万円かかる見込み 

○毎年更新費用が 42億 6 千万円かかる見込み 

 

公共建築物 

上水道･簡易水道･農業集落排水 

今後 40年間整備額 

1,704.1億円 

1年あたり整備額 

42.6億円 

[年度] 

道路･橋りょう 

http://management.furusato-ppp.jp/?article=%e5%85%ac%e5%85%b1%e6%96%bd%e8%a8%ad%e6%9b%b4%e6%96%b0%e8%b2%bb%e7%94%a8%e8%a9%a6%e7%ae%97%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bb%95%e6%a7%98%e6%9b%b8&dest=info&menuname=%E8%A9%A6%E7%AE%97%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88&catname=%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%96%BD%E8%A8%AD%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%B2%BB%E7%94%A8%E8%A9%A6%E7%AE%97%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88
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第4 章 
 

公共施設の管理に関する方針 

第１節 基本理念 

第２節 本計画が達成すべき数値目標 

第３節 基本方針 

第４節 推進方針 
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第４章 公共施設の管理に関する方針 

第１節 基本理念 

次世代に大きな負担を残さない安心・安全な公共施設 

公共施設の維持・管理・更新を行うにあたり、社会環境の変化や市民ニーズを考えな

がら、効率的で効果的、安心・安全で次世代に過度な負担がかからない公共施設マネジ

メントを実施します。 

 

第２節 本計画が達成すべき数値目標 

今後 40 年間で公共建築物の総延床面積を30％縮減 

図表 3-6より、2055（平成 67）年度には１人あたりの延床面積が 8.0㎡となり、現

在よりも 2.7 ㎡増加することがわかりました。そのため、一般会計ベースでシミュレー

ションを行い、2015（平成 27）年の 1 人あたり延床面積と同程度になるよう、縮減目

標を 30%としました。 

図表 4-1:総延床面積縮減シミュレーション 

縮減率(%) 0 10 20 30 40 

１人あたり延床面積（㎡） 8.0 7.2 6.4 5.6 4.8 

一般会計 

各年更新費用額(億円) 
32.1 30.9 28.3 26.4 22.2 

 

図表 4-1より、公共建築物の総延床面積を 30％縮減することにより、1人あたり延床

面積が 5.6 ㎡となり、さらに各年更新費用額が約 26 億 4 千万円となるため、年平均 5

億 7千万円の縮減が見込まれます。 
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第３節 基本方針 

公共建築物  

公共建築物の延床面積の適正化 

○新規建設及び建て替え 

新規建設を行う場合は、既存施設の更新面積等の縮減を合わせて行います。また建

て替えを行う場合も、人口減少に伴う需要量の変化や、財政状況等を踏まえ、目標達

成に向け適正な延床面積を検討します。 

○多目的化・複合化・集約化 

機能をできるだけ維持しつつ、延床面積を縮減するため、1 機能 1 施設の考えから

脱却し、「施設維持」から「機能維持」へ転換し、多目的化・複合化・集約化を行いま

す。 

公共建築物の有効活用 

○用途変更 

利用率等が低い既存施設で、建物性能が高いものは必要な整備を行い、用途や機能

を変更することにより、有効活用していきます。 

○施設の見直し 

市民ニーズの多様化により、防災・環境・安全面に配慮した施設の見直しを行いま

す。 

公共建築物の整備 

○施設の長寿命化 

今後も継続して使用する施設については、現在の「事後保全型の修繕」に「予防保

全型の修繕」を取り入れ、建て替えの周期を延ばし長寿命化を図ります。 

財政負担の縮減 

○更新費用の平準化  

財政状況を踏まえ、図表 3-10のように更新費用が膨らむ年度においては、更新を行

う施設の優先順位を検討し、各年度の更新費用を平準化します。 

○運営コストの見直し 

利用率や稼働率、費用対効果の結果に基づき、施設に合った適正な運営を行います。

また、民間活力（PPP／PFI※4等）の導入についても積極的に検討します。 
 

※4)PPP/PFI 

■PPP(Public Private Partnership) 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金

の効率的使用や行政の効率化等を図るもの。 

内閣府「PPP/PFI推進アクションプラン」<http://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/actionplan1.pdf> 

■PFI(Private Finance Initiative) 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。 

内閣府「PPP/PFIとは」<http://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/aboutpfi/aboutpfi_index.html>  

http://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/actionplan1.pdf
http://www8.cao.go.jp/pfi/pfi_jouhou/aboutpfi/aboutpfi_index.html
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インフラ系 

インフラ系の整備 

○新規整備 

新規整備については、市民ニーズ及び費用対効果や経済効果を検討し、整備します。 

○施設の長寿命化 

安心・安全なサービス水準を維持するため、既存のインフラ系については定期的に

調査・点検を実施し「予防保全型の修繕」に努め、施設の長寿命化を図ります。 

財政負担の縮減 

○更新費用の平準化  

現状の投資額を最低限維持し、新設及び改修を計画的に実施することにより、単年

度の偏りを無くし平準化を図ります。 

○ライフサイクルコストの縮減 

長寿命化や更新費用の平準化を可能な限り図るとともに、長期にわたり財政負担が

緩和されるような経済的で合理的な仕様を検討し、ライフサイクルコストの縮減を図

ります。また、民間活力（PPP／PFI等）の導入についても積極的に検討します。 
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※5)ライフサイクルコスト 

最初の建設から解体までに発生する全費

用のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 推進方針 

進行管理・マネジメント体制 

現在、公共施設は各所管課で管理していますが、今後は経営的な観点から総合的かつ

統括的に管理し、全体の総量適正化、ライフサイクルコスト※5 の縮減等を含む戦略的な

マネジメントが必要です。公共施設についての調査や協議、計画を各所管課が主体とな

って進め、進行管理、取りまとめを事務局が行い、再配置計画とアクションプランを策

定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画 

本計画策定後は、関連する各種計画や利用状況、運営コスト等から優先度を出し、公

共施設の再配置を検討していきます。また、併せてアクションプラン（行動計画）を策

定します。 

平成 29年度                                          平成 68年度 

 

 

 

 

【初期建設費】 

【保全費】 

保守管理費 

光熱水費 

修繕費 

【解体費】 

市長 

トップマネジメント 

推進委員会 

マネジメント 

事務局 

進行管理・取りまとめ 

各所管課 

調査・協議・計画 

委員長：副市長 

委員：各課長 

 

財政課、総合政策課 

公共施設の再配置計画 

由布市公共施設等総合管理計画 

 

アクションプラン 
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実施方針（施設整備の考え方） 

統合や廃止の方針 

○公共建築物 

公共施設を単に統合や廃止するだけでは市民サービスの水準低下が伴います。それ

を最小限にするために、一つの機能に一つの施設が必要という考えから脱却し、「施設

維持」から「機能維持」に発想を転換し、将来の人口見通しや運営コスト、市民ニー

ズを勘案しながら、統合や廃止の検討を行います。しかし公共施設の統廃合の施策に

ついて市民合意の可能性を検討する必要があり、本市の施設の統廃合や遊休施設の活

用は、市民、議会等と協議しながら検討していくこととします。その際、既存の施設

体系の役割に縛られることなく、今後その地域に何が必要なのかを自由に発想してい

くプロセスについても考慮します。また、危険性の高い施設や老朽化等により供用廃

止（用途廃止、施設廃止）を必要とする施設を診断します。診断は、継続使用、改善

使用、用途廃止、施設廃止の 4 つの段階で評価します。評価方法は施設のハード面だ

けではなくソフト面からも診断を行い、診断結果は施設の統廃合及び供用廃止の判断

材料とします。 

○インフラ系 

インフラ系は生活に欠かすことができないものが多く、今後も公共サービスの水準

を維持するため、統合や廃止は原則行いませんが、インフラ系の新設や改修について

は、市民ニーズ及び費用対効果や経済効果を検討し整備します。 

安全確保及び維持管理・修繕の方針 

○公共建築物 

全対象施設において点検・診断を実施することにより、性能低下状況を把握し、修

繕等の必要な施設は優先度を基に、適切な時期に着実かつ効率的・効果的に「予防保

全型の修繕」を実行し、更新費用の平準化を図ります。また、高度の危険性が認めら

れた公共施設や、老朽化等により供用廃止され今後も利用見込みのない公共施設に対

しては、本計画に基づきスピード感を持って安全対策や除却等を推進します。施設の

状態や対策履歴等の情報を記録し、今後の点検・診断・予防保全等に活用します。 

○インフラ系 

インフラ系については、維持管理に重点を置き、日常点検・定期点検・診断を行い、

予防保全に努め、安心安全な施設を目指します。関連する各種計画や「予防保全型の

修繕」を計画的に実行し、更新費用の平準化を図ります。 
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耐震化の方針 

○公共建築物 

災害時において防災拠点等となる公共施設は、耐震化率 100％達成を目標に、耐震

化を進めていきます。また、その他の公共施設で早期の耐震化が必要な施設について

も推進していきます。 

○インフラ系 

災害時における迅速な生活の安定を図るために、インフラ系の早期復旧が必要であ

ることを考えると、安定した公共サービスを続けていく必要があり、予防保全の観点

からも耐震化を推進していきますが、優先順位を検討し、計画的に整備していきます。 

長寿命化の方針 

○公共建築物+インフラ系 

経済的かつ効果的で、 環境負荷低減や災害対応にも配慮した予防保全措置を適切に

講じていくこととします。また、長寿命化工事（大規模修繕工事等）の実施にあたっ

ては、従来の平均的な更新時期に建て替える場合と比べて、LCC（ライフサイクルコ

スト）の縮減を図ることとします。なお、各施設の長寿命化の具体的な方針について

は、各個別施設計画において定めるものとします。 

PPP/PFI 活用の方針 

○公共建築物+インフラ系 

PPP/PFI 方式、指定管理者制度等、民間の資金や活力、外郭団体の機能等を積極的

に活用し、新たな市民のニーズに応えるとともに、公共施設の機能を向上させながら、

維持管理コスト等の縮減を図ります。また、市民サービスの充実やコストの縮減、さ

らには新たな歳入の確保を図るため、PPP/PFI・コンセッション等の新たな行政手法の

導入件数を増やしていくことを目標とします。 

総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の方針 

○公共建築物+インフラ系 

本計画を戦略的に実行していくためには、全庁を挙げた推進体制の整備が不可欠で

す。そこで、計画の初年度である平成 29年度より、公共施設の情報共有、有効活用や

長寿命化に向けての取組の推進、各課間調整、必要な研修等を統括的に行います。ま

た、民間企業等の知見や意見を積極的に取り入れ活用するとともに、連携・協力を密

にすることにより、本計画の推進を図ります。 

また、市町村間の情報共有を行うことにより、計画推進に関する相互支援や広域的

連携を積極的に行います。 



第４章 公共施設の管理に関する方針 

32 

 

 

建て替え・改修 

利用率・費用対効果等は高いが建物

性能が低いため、機能は維持してい

くが、建物については建て替え・改

修を検討 

長寿命化 

利用率・費用対効果等及び建物性能が高

いため、施設を維持していくが、建て替

え・改修期間の周期延長を図るため長寿

命化を推進 

売却・譲渡 

利用率・費用対効果等及び建物性能

が低いため、建物については廃止を

検討、機能については見直し、移転

を検討 

 

複合化・多目的化・集約化及び用途変更 

建物性能は高いが利用率・費用対効果等

が低いため、複合化・多目的化・集約化

及び用途変更を検討、建物については長

寿命化を推進 

  

 

 

 

ＰＤＣＡサイクルによるマネジメント 

計画の実行においては、ＰＤＣＡサイクルを用い、実行後の検証・分析を行い、以後

の計画を適宜見直していくことで、より適切な管理運営に努めます。 

 

 

 

 

 

  

施設の評価 

公共建築物について、建物性能・利用率・費用対効果等を基に施設を分析し、全体の

再配置計画及びアクションプランの検討材料とします。 

利
用
率
・
費
用
対
効
果
等 

建物性能 

高 

低 

高 低 

Plan 

Do 

Check 

Action 

計画 

実行 

評価 

改善 
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施設整備における確認 

本計画や今後策定する再配置計画を推進していく中で、各公共施設の検討段階におい

て、随時本計画との整合性を確認する必要があります。そこで、主に下記のチェック項

目を確認します。また、アクションプランを着実に実行するために、全庁的な情報共有

を行います。 

チェック項目 

・適正な機能及び延床面積の計画検討ができているか。 

・複合化等の計画検討ができているか。 

・PPP/PFIの計画検討ができているか。 
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第5 章 
 

施設分類型ごとの管理に関する基本方針 

第１節    市民文化系施設 

第２節    社会教育系施設 

第３節    スポーツ・レクリエーション系施設 

第４節    産業系施設 

第５節    学校教育系施設 

第６節    子育て支援施設 

第７節    保健・福祉施設 

第８節    行政系施設 

第９節    公営住宅 

第１０節  公園 

第１１節  供給処理施設 

第１２節  その他 

第１３節  インフラ系 
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第５章 施設分類型ごとの管理に関する基本方針 

第１節 市民文化系施設 

図表 5-1:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 挾間健康文化センター「はさま未来館」 １８ 水地地区集会所 

中島地区集会所 

槐木地区集会所 

東石松地区集会所 

石光地区集会所 

塚原地区自治公民館 

並柳地区自治公民館 

若杉地区自治公民館 

荒木地区自治公民館 

畑地区自治公民館 

内徳野地区自治公民館 

奥江地区研修施設 

湯布院川上地区集会所上津々良地区集会所 

２ 由布川地域交流センター １９ 中島地区集会所 

３ 庄内公民館 ２０ 槐木地区集会所 

４ 庄内ほのぼの地域交流館 ２１ 東石松地区集会所 

５ 湯布院公民館 ２２ 石光地区集会所 

６ 湯布院コミュニティセンター ２３ 西石松地区集会所 

７ 湯平ふれあいホール ２４ 塚原地区自治公民館 

８ 乙丸地区公民館 ２５ 並柳地区自治公民館 

９ 湯平地区公民館 ２６ 若杉地区自治公民館 

１０ 川西地区公民館 ２７ 荒木地区自治公民館 

１１ 中依地区集会所 ２８ 畑地区自治公民館 

１２ 佐土原地区集会所 ２９ 内徳野地区自治公民館 

１３ 山崎地区集会所 ３０ 奥江地区研修施設 

１４ 平地区集会所 ３１ 湯布院川上地区集会所 

１５ 鮎川地区集会所 ３２ 下湯平農民研修センター 

１６ 

 

 

上津々良地区集会所 ３３ 前徳野農業研修所 

１７ 小平地区集会所 ３４ 湯平農業研修所 

 

 施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

挾間健康文化センター 

「はさま未来館」 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯布院公民館 
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 築 30年以上の施設数割合 

 
平成 28年度末時点から算出 

 方針 

○市民文化系施設については、施設の過半

数が老朽化し建て替え及び修繕の時期を

迎えています。今後は建物性能が低い施

設については、市民ニーズや費用対効果

を考慮しながら建て替えや改修を検討し

ていきますが、併せて複合化・多目的化

等を検討していきます。また、建物性能

が高い施設への移転も検討します。 

○湯布院地域を中心に地域の方が主に利用

する集会所については、今後自治区への

譲渡も含め検討していきます。 

 地図 

 

 

築30年以上

65%

築30年未満

35%

築 30年未満 

築 30年以上 
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第２節 社会教育系施設 

図表 5-2:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 陣屋の村歴史民俗資料館 ３ 庄内ほのぼの工芸館 

２ 交流体験施設「庄内ゆうゆう館」 ４ ゆふの丘プラザ 

 施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
陣屋の村歴史民俗資料館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
交流体験施設「庄内ゆうゆう館」 

 築 30年以上の施設数割合 

 
平成 28年度末時点から算出 

 方針 

○社会教育系施設については、利用率や費

用対効果を考慮しながら、今後も市が維

持していく必要性を考え、廃止等も含め

検討していきます。 

 

築30年以上

25%

築30年未満

75%
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 地図 

 

 

 

  

築 30年未満 

築 30年以上 
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第３節 スポーツ・レクリエーション系施設 

図表 5-3:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 挾間上原グラウンド １０ 
庄内総合運動公園  

多目的広場野外ステージ（神楽殿） 

２ 挾間谷グラウンド １１ 庄内総合運動公園 ふるさと伝習館 

３ 挾間由布川グラウンド １２ 庄内体育センター 

４ 挾間中洲賀グラウンド １３ 湯布院総合運動場 

５ 挾間Ｂ＆Ｇ海洋センタ－ １４ 湯布院Ｂ＆Ｇ海洋センター 

６ 挾間体育センター １５ 湯布院スポーツセンター 

７ 庄内公民館グラウンド １６ 川西児童体育館 

８ 庄内硬式野球場 １７ 艇庫 

９ 庄内総合運動公園   

※記載の施設は建築物がある施設のみです。 

 施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

挾間上原グラウンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯布院総合運動場 

 築 30年以上の施設数割合 

 

平成 28年度末時点から算出 

 方針 

○スポーツ・レクリエーション系施設につ

いては、施設の過半数が老朽化し建て替

え及び修繕の時期を迎えています。今後

は市民ニーズや利用率、また施設の位置

を考慮しながら集約化等を含め検討し

ていきます。 

 

築30年以上

65%

築30年未満

35%
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 地図 

 

築 30年未満 

築 30年以上 
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第４節 産業系施設 

図表 5-4:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 陣屋の村自然活用施設 ９ 阿蘇野農機具保管庫（日ケ暮） 

２ 陣屋の村ふれあい農園 １０ 奥江休暇村センター 奥湯の郷 

 
３ 陣屋市場 １１ 

川西農村健康交流センター 

由布市川西温泉施設 

４ 同尻河川公園管理棟 １２ 
川西農村健康交流センター 

川西地域特産物加工施設 

５ 庄内特産品販売所「かぐらちゃや」 １３ 下湯平地域特産物加工施設 

６ 庄内構造改善センター １４ 塚原農業研修所 

７ 庄内農産加工センター １５ 畑農産物直売所 

８ 阿蘇野養魚施設   

 施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄内構造改善センター 

 

 

 

 

 

 

 

 
庄内特産品販売所 

「かぐらちゃや」 

 築 30年以上の施設数割合 

 
平成 28年度末時点から算出  

 方針 

○産業系施設については、利用率や費用対

効果を考慮しながら、建物性能が高いも

のについては長寿命化を図り、低いもの

については廃止を含め検討していきま

す。 

 

築30年以上

27%

築30年未満

73%
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 地図 

 

 

  

築 30年未満 

築 30年以上 
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第５節 学校教育系施設 

図表 5-5:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 挾間中学校 １５ 阿蘇野小学校 

２ 石城小学校 １６ 阿蘇野幼稚園 

３ 由布川小学校 １７ 阿南幼稚園 

４ 挾間小学校 １８ 西庄内幼稚園 

５ 谷小学校 １９ 学校給食センター 

６ 挾間幼稚園 ２０ 湯布院中学校 

７ 谷幼稚園 ２１ 由布院小学校 

８ 石城幼稚園 ２２ 湯平小学校 

９ 由布川幼稚園 ２３ 川西小学校 

１０ 庄内中学校 ２４ 塚原小学校 

１１ 大津留小学校 ２５ 由布院幼稚園 

１２ 阿南小学校 ２６ 塚原幼稚園 

１３ 東庄内小学校 ２７ 湯平幼稚園 

１４ 西庄内小学校   

 施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

挾間中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

由布院小学校 

 築 30年以上の施設数割合 

 
平成 28年度末時点から算出 

 方針 

○学校教育系施設については、人口動向や地

域事情を踏まえながら、基本は今後も維持

していきますが、建て替えの場合には他施

設との複合化や規模の見直し等も含め、検

討していきます。また、廃止した施設は地

域の拠点となるよう利活用を検討してい

きます。 

 

築30年以上

59%

築30年未満

41%
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 地図 

 

 

  

築 30年未満 

築 30年以上 
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第６節 子育て支援施設 

図表 5-6:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 放課後児童施設（由布川小学校） 

 

３ 放課後児童施設（由布院小学校） 

２ 放課後児童施設（谷小学校） 

 

  

 施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童施設（谷小学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童施設（由布院小学校） 

 築 30年以上の施設数割合 

 

平成 28年度末時点から算出 

 方針 

○子育て支援施設については、社会環境の

変化に伴い、利用者ニーズが高いため今

後整備等を含め検討していきます。 

築30年以上

0%

築30年未満

100%
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 地図 

 

築 30年未満 

築 30年以上 
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第７節 保健・福祉施設 

図表 5-7:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 挾間老人福祉センタ－ 8 湯布院福祉センター 

２ 挾間高齢者等就業支援センタ－ 9 湯布院健康管理センター 

３ 挾間ふれあいプラザ 10 乙丸温泉館 

4 ほのぼのプラザ 11 湯布院健康温泉館 

５ 庄内ほのぼの温泉館 １2 下湯平共同温泉 

６ 庄内保健センター １3 湯布院火葬場 望岳苑 

７ 庄内火葬場 雲浄苑   

 施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄内保健センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙丸温泉館 

 築 30年以上の施設数割合 

 
平成 28年度末時点から算出 

 方針 

○保健・福祉施設については、市民ニーズ

や費用対効果を考慮しながら、建物性能

が高いものについては長寿命化を図り、

低いものについては廃止を含め検討し

ていきます。また、火葬場については今

後も維持していきます。 

 

築30年以上

23%

築30年未満

77%
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 地図 

 

  

築 30年未満 

築 30年以上 
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第８節 行政系施設 

図表 5-8:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 挾間庁舎 ５ 湯布院庁舎 

２ 消防本部 ６ 消防署湯布院出張所 

３ 本庁舎 ７ 上詰基地局 

４ 消防署庄内出張所   

 施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 
消防本部 

 

 

 

 

 

 

 

 
本庁舎 

 築 30年以上の施設数割合 

 

平成 28年度末時点から算出 

 方針 

○行政系施設については、平成 27 年度か

ら庄内庁舎と各消防署の建て替えや増

築を行いました。今後については建物性

能の高い挾間庁舎を含め、長寿命化を図

りながら維持していきます。また湯布院

庁舎については建物性能が低いことか

ら、建て替えを視野に入れながら検討し

ますが、併せて複合化や適性規模の検討

も行います。加えて庁舎の空室について

は有効活用できるように検討していき

ます。 

築30年以上

29%

築30年未満

71%
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 地図 

 
※上詰基地局は大分市にあるため、地図には表示しておりません 

  

築 30年未満 

築 30年以上 
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第９節 公営住宅 

図表 5-9:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 向原住宅 ２4 公営黒ケ鶴住宅 

２ 城畑住宅 ２５ 桑畑住宅 

３ 城畑第一住宅 ２６ 畑田住宅 

４ 城畑第二住宅 ２７ 新龍住宅 

５ 芝尾住宅 ２８ 渕住宅 

６ 宮田団地 ２９ 小原住宅 

７ 生田原団地 ３０ 上小原住宅 

８ 来鉢団地 ３１ みどり住宅 

９ 鶴田団地 ３２ ドリームタウン五ヶ瀬住宅 

１０ 鶴田第二団地 ３３ ドリームタウン五ヶ瀬住宅集会所 

１１ アウル石城 ３４ 小野屋第二住宅 

１２ サンコーポラス挾間 ３５ 五福上住宅 

１３ 宮ノ前住宅 ３６ 岳本中団地 

１４ 役場前住宅 ３７ 乙丸団地 

１５ 大師堂住宅 ３８ 白滝団地 

１６ 天神山住宅 ３９ 川北団地 

１７ 阿蘇野第一住宅 ４０ 畑団地 

１８ 阿蘇野第二住宅 ４１ 川上団地 

１９ 深谷住宅 ４２ 岳本上団地 

２０ 小野屋第一住宅 ４３ 岳本下団地 

２１ 碩南住宅 ４4 前徳野団地 

２２ 若葉住宅 ４5 荒木団地 

２３ 山添住宅 ４6 幸野団地 

 施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンコーポラス挾間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドリームタウン五ヶ瀬住宅 
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 築３０年以上の施設数割合 

 
平成 28年度末時点から算出  

 方針 

○公営住宅については、老朽化が進行して

いる施設が多く、由布市公営住宅等長寿

命化計画に基づき整備を行っていきま

すが、建て替え等の場合には民間活力

（PPP／PFI 等）の導入を含め検討して

いきます。 

 地図 

 

  

築30年以上

76%

築30年未満

24%

築 30年未満 

築 30年以上 
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第１０節 公園 

図表 5-10:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 挾間多目的公園 ７ 岳本公園 

２ サントピア古野公園 ８ 湯布院中央児童公園 

３ 医大ヶ丘ふれあい公園 ９ ゆふいんふれあい広場 

４ 医大ヶ丘ファミリ－公園 １０ 下湯平都市農村交流公園 

５ 庄内口ノ原ふれあい広場 １１ 田中市児童公園 

６ 城ヶ原農村公園   

 施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挾間多目的公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆふいんふれあい広場 

 築 30年以上の施設数割合 

 
平成 28年度末時点から算出 

 方針 

○公園については、新しい施設が多く今後

も維持していきますが、市民ニーズや費

用対効果、また、施設の位置を考慮しな

がら、検討していきます。 

 

  

築30年以上

9%

築30年未満

91%
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 地図 

 

  

築 30年未満 

築 30年以上 
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第１１節 供給処理施設 

図表 5-11:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 三船地区農業集落排水施設 9 湯布院上水道 

２ 来鉢地区農業集落排水施設 10 湯平簡易水道 

３ 挾間上水道 11 若杉簡易水道 

４ 東長宝地区農業集落排水施設 12 下津々良簡易水道 

５ 庄内簡易水道 13 塚原簡易水道 

６ 東部簡易水道 14 環境管理センター 第１ゆふ浄苑 

７ 阿蘇野簡易水道 15 環境管理センター 第２ゆふ浄苑 

8 直野内山簡易水道 16 環境管理センター 塚原一時保管所 

 施設写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挾間上水道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東長宝地区農業集落排水施設 

 築 30年以上の施設数割合 

 
平成 28年度末時点から算出 

 方針 

○供給処理施設については、住民生活に直

結した施設でありサービス水準を維持

するために、今後は管理運営の見直し等

を含め検討していきます。 

 

 

  

築30年以上

56%

築30年未満

44%
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 地図 

 

 

  

築 30年未満 

築 30年以上 
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第１２節 その他 

図表 5-12:対象施設 

番号 名称 番号 名称 

１ 旧石城西部小学校 ２３ 道の駅ゆふいん 

２ 旧朴木小学校 ２４ 湯平駅舎 

３ 由布川峡谷小平茶屋 ２５ 南由布町民休憩所（南由布駅舎） 

４ 向之原駅舎・待合室・便所 ２６ 由布院ステーションふれあいホール 

５ 鬼瀬駅公衆トイレ ２７ シャボン玉工房（旧食糧事務所） 

６ 向原倉庫 ２８ 旧警察官宿舎 

７ 公用車バス車庫 ２９ 警察所長宿舎 

８ 旧消防本部 ３０ 自治区公民館用地（湯布院 乙丸３） 

９ 庄内老人福祉センター ３１ 旧法務局（東石松三地区集会所） 

１０ 庄内駅舎 ３２ 狭霧台園地 

１１ 旧東庄内駐在所（大龍井路事務所） ３３ 湯平温泉共同浴場（金の湯）／湯平温泉事務

所 １２ 旧阿蘇野中学校 ３４ 湯平温泉共同浴場（砂湯（中央）） 

１３ 旧直野内山小学校 ３５ 湯平温泉共同浴場（中の湯） 

１４ 旧星南小学校 ３６ 湯平温泉共同浴場（銀の湯） 

１５ 旧南庄内小学校 ３７ 湯平温泉共同浴場（橋本） 

１６ 旧星南幼稚園 ３８ インター高速バス待合所 

１７ 旧南庄内幼稚園 ３９ 由布院駅公衆便所 

１８ 男池園地 ４０ 新町通り公衆便所 

１９ 男池清掃員詰所 ４１ 六所公衆トイレ 

２０ 小野屋駅トイレ ４２ 湯の坪お湯館・トイレ 

２１ 天神山駅トイレ ４３ 旧海の家つるみ 更衣室・倉庫 

２２ 旧由布市消防署庄内出張所   

 施設写真 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧朴木小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯平温泉共同浴場（砂湯（中央）） 
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 築 30年以上の施設数割合 

 
平成 28年度末時点から算出 

 方針 

○その他施設については、色々な用途の施

設があり、施設ごとに市民ニーズや費用

対効果を考慮しながら、今後も市が維持

していく必要性を考え、廃止も含め検討

していきます。 

 地図 

 
※旧海の家つるみ 更衣室・倉庫は佐伯市にあるため、地図には表示しておりません 

築30年以上

56%

築30年未満

44%

築 30年未満 

築 30年以上 
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第１３節 インフラ系 

道路 

道路は市民生活に直結する重要なインフラです。 

現在の収支状況を把握して、安定した財源の確保を図ります。 

 

橋りょう 

平成 24年度に策定した「由布市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋りょうの状態を中

期的に予測するとともに、どの橋りょうにいつどのような対策を講じるのが最適である

かを考慮して、効率的に管理します。 

 

上水道・簡易水道 

水道は市民生活に直結する重要なインフラです。 

平成 23年度に策定した「由布市水道ビジョン」に基づき、健全で持続可能な事業経営の

もと、将来にわたって安心して飲用できる水道水を提供します。また、災害発生時にお

いても、迅速な復旧、安定して供給できるよう管理・維持していきます。 

 

農業集落排水 

「農業集落排水事業経営健全化計画」に基づき、経費の節減や使用料金の収納率向上に

努め、経営の健全化を図ります。 
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